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出身学生定住促進事業運営業務委託　プロポーザル仕様書 

１． 件名　 

出身学生定住促進事業運営業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２． 仕様書の目的及び適用範囲 

　(1) この仕様書は、松江市（以下「本市」もしくは「委託者」という。）が実施する本業務に係るプロポーザ

ルに参加する者が提案すべき内容について、基本的な事項を示すものである。 

　(2) 本業務に用いた資料等は全て明確にしておき、要求があった場合は速やかに説明できるようにし

ておくこと。 

　(3) 本仕様書に定めのない事項であっても、本業務の効果が上がると判断するものについては、積極

的に提案すること。 

　(4) 受託者は本業務の内容や本業務により知り得た内容について、機密を守り、許可なく公表、転用及

び貸与してはならない。 

(5) 仕様の詳細については、本業務の受託候補者として特定された者と本市との協議の上、確定する

ものとする。ただし、提案内容がすべて盛り込まれるものではない。 

(6) 本業務の実施にあたって、次の項目に関する費用は受託者の負担とする。 

・業務上、受託者の不注意により生じた費用 

・業務の実施にあたり、受託者が第三者に損害を及ぼした場合の費用 

 

３． 委託期間 

契約締結日の翌日から令和9年３月３１日まで 

 

４． 目的 

進学や就職を迎える高校生から就職活動を迎える大学生までを主な対象として、学生自身の松江へ

の愛着を醸成し、本市との関係性を深め、将来的なＵターン志向の醸成や関係人口化を図ることを目

的とする。 

 

５． 業務内容 

　　 市内高校に在籍している生徒や卒業した者（以下「出身学生」という）を主な対象に、下記事項を満た

す企画を立案し、実践すること。 

 

(1)交流イベントの企画・運営 

市内高校に在籍している生徒や県内外の出身学生を主な対象とした交流イベントを 2 回程度開

催する。開催時期は学生の長期休暇等のタイミングに合わせ、市内に在住もしくは通学する生徒・学

生だけでなく、県外の出身学生にとっても帰省時の楽しみ、共通の思い出として認知度・満足度を高

めていくことで、学生コミュニティに関わる生徒・学生の裾野を広げる機会とする。 

　イベントは、松江の文化や食、自然などを学んだり、再認識したり、体験したりするなどの機会を提
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供することで、松江ならではの魅力に気づき、松江への愛着を育む機会とする。 

 

　　 

●成果目標：イベント参加者数（累計）４０名 

参加者満足度８０%以上 

●学生の夏期休暇中にイベントを開催するなど、成果目標を達成するようイベントの開催時期や内

容等について最大限創意工夫を凝らすこと。 

●イベントは市内の様々な地域の文化や食、自然などを学んだり、再認識したり、体験したりするな

どの機会を提供すること。 

 

（２）成果指標と事業効果の検証 

①成果指標 

ア．情報取得者数及びイベント参加者数 

出身学生への将来的な情報発信や関係構築のポテンシャルを高めるために、氏名・所属学校・連

絡先を取得できた出身学生等の数により成果を評価すること。 

なお、情報の取得に際しては学生に承諾を得た上で、今後本市からの情報発信が届くようにする

こと。 

 

イ．U ターン志向に対する意識や本市への帰属意識 

イベントを通した U ターン志向の向上率を計るために、参加者全員へのアンケート調査などで　　

U ターン志向に対する意識や本市への帰属意識の変化により成果を評価すること。 

 

②効果検証 

ア．アンケート結果からの課題抽出 

アンケート調査により学生の意見や課題を抽出し、今後の改善点や新たな施策を検討すること。 

 

６． 業務推進体制・進行方法 

本業務の遂行にあたって、業務実施体制及び個別業務ごとの連絡窓口を明示するとともに、各業務

を確実に遂行するため、業務全体の責任者及び個別業務ごとの責任者・担当者を定め、明示すること。 

(１) 業務推進体制 

①事業統括責任者 

本委託業務を円滑に実施できるよう、事業統括責任者を配置すること。 

②事業スタッフ 

本委託業務を円滑に実施するために必要な人員を適切に配置すること。 

 

 

 開催時期 令和 8（2026）年 7 月～令和 9（2027）年 2 月

 開催回数 2 回程度
 参加人数 実人数 30 名以上

 内　　容 自由提案
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(2) 進行方法 

①契約後速やかに作業計画書を作成し、本市の承諾を得ること。 

②受託者は、適宜、市との打合せ及び活動報告等を行うとともに、議事録を作成・提出し、その内

容の確認を得ること。 

③本市が実施予定の「市内就職促進事業運営業務委託」の受託者と連携して事業に取り組むこ

と。 

 

７． 対象となる経費 

委託契約の対象経費は、本事業の実施に直接必要となる経費（人件費、謝金、旅費、役務費、会議

費、需用費、賃借料、委託費）とする。ただし、イベント参加者の旅費、宿泊費、食糧費、交通費等が発生

する場合は、参加者の自己負担とする。 

なお、備品購入など、受託者の財産取得となる経費は原則として認めない。 

 

８． 仕様等の変更 

受託者がやむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ本市と協議

し、書面により承認を得ること。 

 

９． 実績報告書の提出と提出期限 

受託者は、事業終了後１０日以内に、実績報告書をデータで提出すること。 

実績報告書には、次の内容を含むものとする。 

・事業概要 

・事業の目標・成果指標 

・事業実施体制 

・事業内容及び成果（事業に関わった出身学生の学年、居住地、就職（希望）地等を個人が特定され

ない形でまとめたものも含むこと） 

・収支報告 等 

 

１０． 作業基準 

本業務は、本仕様書によるほか、次に掲げる関係法規に準拠して行うこと。 

(1) 個人情報の保護に関する法律 

(2) 個人情報取扱特記事項 

(3) 松江市財務規則 

(4) その他関係法令及びガイドライン 

 

１１． 秘密の保持等 

受託者は、業務の内容、データの内容、その他契約履行により知り得た事項を第三者に漏らしてはな

らない。この業務は履行期間の終了後または契約を解除した後にも存続するものとする。 
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１２． 無断複製及び持ち出しの禁止 

受託者は、本市の保有する資料及びデータを複写または複製してはならない。また、本市内部から持

ち出してはならない。ただし、業務遂行のためやむを得ない場合に限り、本市の同意を得て行うことが

できる。この場合、使用する資料及びデータのリストを作成の上、提出し、業務完了後速やかに本市に

返却、廃棄あるいは消去しなければならない。 

 

１３．個人情報の保護 

(1) 受託者は、個人情報の保護に関する法律を含む関係法令を遵守しなければならない。 

(2) 受託者は、業務に係る個人情報（個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るものを

いう）の保護については、常に最善の注意を払わなければならない。 

(3) 受託者は、個人情報を改ざん、破損、滅失及び漏洩その他の事故から保護するため、必要な措

置を講じなければならない。 

 

１４． 再委託の禁止 

受託者は、業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ書面により本市の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

１５． 著作権その他知的財産権 

　(1) 本事業により新たに制作した制作物ついて 

　　① 当該業務の受託者は、制作、納品した制作物については松江市が広報及び広告活動等を行う

場合、自由に使用できるよう、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第１８条から第２０条に規定す

る著作権者の権利を行使しないこと。 

　　② 受託者が有する著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託

者に譲渡すること。また、譲渡が難しい場合においては、委託者と協議の上、譲渡を行わないこ

とができる。ただし、その場合においても、委託者の使用権及び改変を要求する権利は留保して

おくこととする。 

　　③ 受託者は、委託者に無償譲渡する前項の著作権法上の権利を、委託者以外の第三者に譲渡し

ないこと。 

　　④ 受託者は、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものでないことを保証すること。

なお、制作物に使用する写真、文字等が受託者以外の者の著作物（以下「原著作物」という）で

ある場合には、原著作者に説明し、承諾を得るなど必要な手続きを採った上で本業務にあたる

こととし、原著作物の原著作者と委託者との間に著作権上の紛争が生じないようにすること。 

　　⑤ 当該制作物が、第三者の商標権、著作者その他の諸権利を侵害するものであった場合、前項の

手続きに不備があった場合その他受託者の責に帰する事由により原著作物の原著作者等と委

託者等との間に紛争が生じた場合、これによって生じる責任の一切は、受託者が負うこと。 

　　⑥ 委託者から提供する既存の情報については、著作権は委託者に帰属するものとする。 
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１６． その他留意事項等 

(1) 本市から提供を行った情報及び関係資料については、本委託業務を遂行するにあたって必要な

範囲でのみ使用することとし、業務外・目的外での一切の使用を禁ずる。また、業務終了後は速

やかに返却し、全ての機器上から消去のうえ、その旨本市へ報告すること。 

(2) 本市の条例・規則を遵守し、本市にとって適切な成果及び納品物が得られるよう、本市の立場

に立ち、業務を遂行すること。また、本業務における課題、業務の見直し等必要な事項につい

て、積極的に提案を行うこと。 

(3) 業務の遂行にあたっては、本市との連絡・調整を密に行い、別途協議が必要と判断された場合

は、協議により随時打ち合わせの場を設けるものとする。また、作業の進捗状況について定期的

に報告をすること。 

(4) パソコンなど業務遂行に係る必要な機器等については、すべて受託者が用意するものとする。ま

た、それらの機器類は、受託者の責任で保守・管理及び故障対応すること。 

 

１７． 本仕様書に定めのない事項への対応 

本仕様書に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、本市と受託者の協議によるものと

する。


